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○ 消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）（抄）

（設置）

第六条 内閣府に、消費者委員会（以下この章において「委員会」という。）

を置く。

２ 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を

内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。

イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項

ロ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基

本的な政策に関する重要事項

ハ 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理

的な選択の確保に関する重要事項

ニ 物価に関する基本的な政策に関する重要事項

ホ 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項

ヘ 個人情報の適正な取扱いの確保に関する重要事項

ト 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項

二 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要

事項に関し、調査審議すること。

三 消費者安全法第二十条 の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧

告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。

四 消費者基本法、消費者安全法（第二十条を除く。）、割賦販売法、特定商

取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全

基本法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化

及び品質表示の適正化に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確

保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律第

百二十一号）及び個人情報の保護に関する法律の規定によりその権限に属

させられた事項を処理すること。

（職権の行使）

第七条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。

（資料の提出要求等）

第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
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○ 食品安全基本法（平成15年法律第48号） （抄）

（設置）

第二十二条 内閣府に、食品安全委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第二十三条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。

二 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。

三 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全

性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に

勧告すること。

四 第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる

施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通

じて関係各大臣に勧告すること。

五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議

し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。

六 第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研

究を行うこと。

七 第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の

交換を企画し、及び実施すること。

２ 委員会は、前項第二号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、

遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなけ

ればならない。

３ 委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第一項第三号若しく

は第四号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又

はその勧告の内容を公表しなければならない。

４ 関係各大臣は、第一項第三号又は第四号の規定による勧告に基づき講じた

施策について委員会に報告しなければならない。

（委員会の意見の聴取）

第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場

合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。

一 食品衛生法第六条第二号 ただし書（同法第六十二条第二項 において準

用する場合を含む。）に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定
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めようとするとき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の

禁止をしようとし、若しくは同条第四項 の規定による禁止の全部若しく

は一部の解除をしようとするとき、同法第九条第一項の厚生労働省令を制

定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十条 に規定する人の健康

を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項（同

法第六十二条第二項 において準用する場合を含む。）の規定により基準若

しくは規格を定めようとするとき、同法第十一条第三項 に規定する人の

健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損

なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項（同法第

六十二条第三項 において準用する場合を含む。）の規定により基準若しく

は規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準

を定めようとするとき。

二 農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の三の規定により公

定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第二条第

一項 の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、

又は同法第三条第二項（同法第十五条の二第六項において準用する場合を

含む。）の基準（同法第三条第一項第六号 又は第七号 に掲げる場合に該

当するかどうかの基準を除く。）を定め、若しくは変更しようとするとき。

三 肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）第三条の規定により公定

規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第四条第一

項第四号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第七

条第一項若しくは第八条第三項（これらの規定を同法第三十三条の二第六

項において準用する場合を含む。）の規定により特定普通肥料についての

登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第十三条の二第二項（同法

第三十三条の二第六項 において準用する場合を含む。）の規定により特定

普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は

同法第十三条の三第一項（同法第三十三条の二第六項 において準用する

場合を含む。）の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは

仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。

四 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二条第一項の政

令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第四条第一項の届

出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、

又は同法第六十二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとす

るとき。

五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第

三十五号）第二条第三項の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、
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同法第三条第一項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若し

くは廃止しようとするとき、又は同法第二十三条の規定による製造、輸入、

販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。

六 と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）第六条 、第九条、第十三条

第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省

令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第十四条第七項の

政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。

七 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第四条第二項（同条第一項第

一号から第三号までの規定に係る部分に限る。）の厚生労働省令を制定し、

又は改廃しようとするとき。

八 薬事法第十四条第一項若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み

替えて適用される同法第十四条第一項の規定による動物のために使用され

ることが目的とされている医薬品、医薬部外品若しくは医療機器（以下「動

物用医薬品等」という。）についての承認をしようとするとき、同法第十

四条の三第一項（同法第二十条第一項において準用する場合を含む。以下

同じ。）若しくは同法第八十三条の規定により読み替えて適用される同法

第十四条の三第一項の規定による動物用医薬品等についての承認をしよう

とするとき、同法第十四条の四第一項（同法第十九条の四において準用す

る場合を含む。以下同じ。）若しくは同法第八十三条第一項の規定により

読み替えて適用される同法第十四条の三第一項（同法第二十条第一項にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは同法第八十三条の規定に

より読み替えて適用される同法第十四条の三第一項の規定による動物用医

薬品等についての承認をしようとするとき、同法第十四条の四第一項の規

定による動物用医薬品等についての再審査を行おうとするとき、同法第十

四条の六第一項（同法第十九条の四 において準用する場合を含む。以下

同じ。）若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用され

る同法第十四条の六第一項の規定による動物用医薬品等についての再評価

を行おうとするとき、同法第十九条の二第一項若しくは第八十三条第一項

の規定により読み替えて適用される同法第十九条の二第一項の規定による

動物用医薬品等についての承認をしようとするとき、又は同法第八十三条

第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第二項第二号若し

くは第八十三条の五第一項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しよう

とするとき。

九 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和四十五年法律第百三十九

号）第二条第三項の政令（農用地の土壌に含まれることに起因して人の健

康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定める
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ものに限る。）又は同法第三条第一項の政令（農用地の利用に起因して人

の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はその

おそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。）の制定又

は改廃の立案をしようとするとき。

十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年法律第七十

号）第十一条 、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は

第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十一 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律（平成七年法律第百

一号）附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を消除しようとす

るとき。

十二 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第六条第

一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

十三 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成十四年法律第七十号）第七条第一

項又は第二項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるとき。

２ 関係各大臣は、前項ただし書の場合（関係各大臣が第十一条第一項第三号

に該当すると認めた場合に限る。）においては、当該食品の安全性の確保に

関する施策の策定の後相当の期間内に、その旨を委員会に報告し、委員会の

意見を聴かなければならない。

３ 第一項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する

施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことが

できる。

（資料の提出等の要求）

第二十五条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めると

きは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要

な協力を求めることができる。

（調査の委託）

第二十六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき

は、独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民

間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な

調査を委託することができる。

（緊急時の要請等）

第二十七条 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生
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じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国

の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分

析又は検査を実施すべきことを要請することができる。

２ 国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による委員会の要請があ

ったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければ

ならない。

３ 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそ

れがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣

に対し、独立行政法人国立健康・栄養研究所法（平成十一年法律第百八十号）

第十三条第一項の規定による求め又は独立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンター法（平成十一年法律第百八十三号）第十二条第一項、独立行政法人農

業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十八条

第一項、独立行政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九十四号）

第十三条第一項若しくは独立行政法人水産総合研究センター法（平成十一年

法律第百九十九号）第十五条第一項の規定による要請をするよう求めること

ができる。

○ 厚生労働省設置法（平成11年法律第97号） （抄）

（厚生科学審議会）

第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に

関する重要事項

ロ 公衆衛生に関する重要事項

二 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見

を述べること。

三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認

定に関する重要事項を調査審議すること。

四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法

律第百十四号）、検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）及び生活衛生関

係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定によりその権限に属さ
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せられた事項を処理すること。

２ 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員そ

の他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定

める。

○ 厚生科学審議会令（平成12年政令第283号） （抄）

（委員等の任命）

第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が

任命する。

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労

働大臣が任命する。

（委員の任期等）

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了

したときは、解任されるものとする。

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（資料の提出等の要求）

第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力

を求めることができる。

（庶務）

第九条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及

び処理する。ただし、感染症分科会に係るものについては厚生労働省健康局

結核感染症課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労

働省健康局生活衛生課において処理する。

（雑則）
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第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し

必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。


